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欧州のデジタルサービス法パッケージ

2020年12月15日に欧州委員会はEUのデジタル戦略に含まれる以下2つの法案
を発表した：

デジタルサービス法（DSA）

オンライン仲介サービス提供者
の責任設定

デューデリジェンス義務の設定

年間総売上高の6%を上限とした
罰金

デジタル市場法（DMA）

デジタルゲートキーパーに対す
る事前規制

ゲートキーパーの「すべき、す
べきでない」項目リスト

年間総売上高の10%を上限とし
た罰金
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DSA：適用範囲

 DSAはオンライン仲介サービス提供者に適用される（第2条（f）)
 「単なる導管」サービス

 「キャッシング」サービス

 「ホスティング」サービス（オンラインプラットフォーム含む）

 DSAはEU域内のユーザーに仲介サービスを提供する業者に対して業者の

所在地を問わずに適用される（第1条第3項）
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DSA：カテゴリー毎に異なるデューデリジェンス義務（リス
クに基づいたアプローチ）

仲介サービス提供者

- 単なる導管、キャッシング、ホスティング（第2条（f））

ホスティングサービス

- クラウドサービス、オンラインプラットフォーム

オンラインプラットフォーム

- ソーシャルネットワーク、オンライン・マーケットプレイス

巨大オンラインプラットフォーム（VLOPs）
- EUの人口の10%相当

DSA 第10-13条

DSA 第14-15条

DSA 第16-24条

DSA 第25-33条
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DSA：オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義
務

 EU域外のプロバイダは行政当局と連絡可能な法定代理人をEU域内に置かなければな
らない（第11条）

 違法コンテンツの対策として、ユーザーが利用しやすい報告の仕組み（第14条）
「信頼された旗手」からの通知は優先される（第19条）

 トレーダーの追跡可能性：「顧客確認の原則」Know your business customer (“KYBC“) 
（第22条）

 おすすめ商品の提示のためのオンライン広告とアルゴリズムの透明性の確保+プロ
ファイリングに基づくおすすめ商品の提示からのオプト・アウト（第24、29、30
条）

 巨大オンラインプラットフォームに対する義務の追加。これには実施しているリス
クマネジメント措置の独立監査（第26-28条）や、一定の要件を充たす研究者のデー
タアクセス権（第31条）を含む。
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DSA ：オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

第22条
トレーダーのトレーサビリティ

１．消費者とトレーダーが遠隔契約を締結することを可能にするオンラインプラットフォーム
は、トレーダーについて、次の情報を事前に取得した場合に限り、プラットフォームのサービ
スを利用してEU内の消費者にメッセージを宣伝したり、商品やサービスを提供したりするこ
とができるようにしなければならない。

（a）トレーダーの名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス；

（b）欧州議会によるEU規制第3条（No 910/2014）にて規定するトレーダーの身元保証書のコ
ピー若しくはその他電子身元保証書；

（c）トレーダーが自然人である場合には、その銀行情報；

（d）欧州議会によるEU規制（2019/1020）の第3条（13）と第4条、またはその他関連するEU
法にて規定する運営者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス；

（e）トレーダーが商業登記、若しくは似た公簿に登記されていた場合、その登記先及び登記
番号、これらと同等の識別番号；

（f）トレーダー自身が、適用あるEU法の諸準則に合致する製品やサービスのみを提供するこ
とを証明する自己申告書。
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DSA ：オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

米国 購入安全法 米国 消費者告知法

第116回 連邦
議会

第2会議

第117回 連邦
議会

第1会議

消費者への告知のため、大量の消費者製品の第三者
売主に関する所定の情報を収集し、確認し、消費者
に対して開示することを義務づける

米国上院への提出法案
2021年3月23日

Durbin氏（本人、Cassidy氏、Grassley氏、Hirono女史、
Coons氏、Tillis氏を代表して）により以下法案が提

出され、二度の読み会を経て、商業・科学・運輸委
員会へ回付

電子コマースプラットフォーム上にて第三者が偽造マー
クを使用した場合、そのプラットフォームの寄与侵害責
任を定める為及びその他の目的での、1946年商標法の改
正

米国下院への提出法案
2020年3月2日

Nadler氏（本人、ジョージア州のCollins氏とJohnson氏、
Roby女史を代表して）により以下法案が提出され、司

法委員会へ回付
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DSA ：オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

市場概念の変化

 オンライン・マーケットプレイス、アプ
リストア等

 ソーシャルコマース：

ソーシャルメディア＋Eコマース

 会話型ショッピング：

メッセンジャー、スマートスピーカー

 ライブストリームショッピング：

ストリーミングEコマース
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DSA ：オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

デューデリジェンス義務の範囲？

トレーダー：

 トレーダーの身元確認

 登録要件の確認（例：短期利用等）

自動確認：
APIによる規制
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DSA ：オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

規制仲介者としてのプラットフォーム

デューデリジェンス義務の範囲？

トレーダー：

 トレーダーの身元確認

 登録要件の確認（例：短期利用等）

製品：

 危険な製品について、EUの迅速なア

ラートシステムを利用（セイフティ・
ゲート）

 違法な製品やリコール情報の購入者への
提供
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DSA ：オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義
務

EU製品安全誓約（2018）

オーストラリア製品安全誓約（2020）

デューデリジェンス義務の範囲？

トレーダー：

 トレーダーの身元確認

 登録要件の確認（例：短期利用等）

製品：
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DSA ：オンラインプラットフォームの責任

プラットフォームに対する幅広い免責事項
といくつかの例外：

 違法行為または違法コンテンツを現実に
認識している場合

 違法行為または違法コンテンツを認識後、
迅速に措置を行わなかった場合

 プラットフォームそのものが提供、若し
くは管理下にあるとの認識を与えている
場合（「明らかなコントロール」）
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DSA ：オンラインプラットフォームの責任

「明らかなコントロール」をどう判断？
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欧州議会、域内市場・消費者保護委
員会（IMCO）、DSAに関する報告書
案、2021年5月28日、修正第73
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DSA ：オンラインプラットフォームの責任

免責適用の追加除外?

 デューデリジェンス義務の違反

 消費者に対する重要情報項目の不提供
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オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

不法行為に関する(第二次)リステイトメント§ 402A (1965年)
使用者または消費者の人身損害に対する製品の販売者の特別責任

(1) 使用者または消費者にとって、許攸されないほどに危険な欠陥状態にある製品を販売し
たすべての者は、以下の場合に最終使用者または消費者の被った損害について責任を負う

(a) 製品を販売した者が、業としてそのような製品の販売に従事し、かつ

(b) 販売当時から、製品の状態に重大な変化がないと使用者または消費者に予想さ
れ、実際に使用者または消費者に製品が到達した場合

[…]

オンライン・マーケットプレイスの提供者は、商流に製品を
乗せた「販売者」として見なせるだろうか？若しくは単純に
流通を「促進」しているだけなのか？
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オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

「第一に、ある企業を流通経路に位置づけるために
必要な属性が何であれ、製品の『権原』を取得でき
なければ、その企業は流通経路から外れることにな
ります。」

「第二に、アマゾンは販売業者ではなく、サービス
提供者としての性格が強い。」

Eberhart v. Amazon.com, Inc. 325 F Supp. 3d 393 (S.D.N.Y. 2018)
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オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

「アマゾンは、問題となっている製品とBolgerへ商

品を販売するという取引の双方を管理していた。ア
マゾンは、ウェブサイトを構築し、Lenoge を第三者
である販売者として受け入れ、Lenoge の販売の申し

込みを市場に出し、交換用バッテリーを所有し、
Bolger からのバッテリーの注文を受け、購入代金を

請求し、アマゾンブランドの包装でバッテリーを発
送した。アマゾンの行為がなければ、Bolger は怪我

をしなかったでしょう。アマゾン自身の行為と、問
題となっている製品に対するアマゾンの管理が、ア
マゾンの責任の根拠となっている。」
Bolger v. Amazon.com, 53 Cal.App.5th 431 (Cal. Ct. App. 2020) 
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オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

「厳格責任の適用がアマゾンにとって安全遵守要件
をより幅広い製品に適用するための動機付けとなる。
[…]
消費者の損害填補については、この流通経路におい
て、被害を被った消費者の被害を回復するうえで、
アマゾンが合理的に唯一接点を持てる関係者である。
[…]
損失の分担については、アマゾンは消費者保護の費
用を手数料、補償規定、保険を通して第三者の売り
手との間で調整することが可能である。」

Loomis v. Amazon.com, 2021 WL 1608878 (Cal. App. Ct. April 26, 2021) 
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オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

カリフォルニア州議会 - 2021年-2022年通常議会

議会法案（No.1182）

議員Stone氏より提案（共同提出者：議員Cunningham氏、
Lorena Gonzalez氏、Wicks氏）

2021年2月18日

民法1714.46の改訂(民事責任）

司法委員概要

Stone氏の法案（AB1182）、製造物責任：オンライン上
購入の製造物
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オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

オンライン・マーケットプレイスの製造物責任を正当化するのに必要なのはどの
ような種類のコントロールなのか？

 製品に対する物理的なコントロール

 取引プロセス上のアルゴリズムによるコントロール

規制のデザインはオンライン・マーケット
プレイス間の競争にどう影響するのか？
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